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特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成28年12月26日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第64号

特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第49号)の施行期日は、平成28年12月27

日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成28年12月26日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第65号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)の施行期日は、平成28年12月27日とする。

金沢市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成28年12月初日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第66号

金沢市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

金沢市公園条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)の施行期日は、平成29年4月9日とする。
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市長事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月26日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第67号

市長事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則

市長事務の補助執行に関する規則(昭和40年規則第43号)の一部を次のように改正する。

本則中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の 1号を加える。

(3) 農業委員会の委員の推薦及び募集に関する事務 金沢市農業委員会事務局長

附則

この規則は、公布の日から施行する。

職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月26日

⑨金沢市規則第68号

職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

(職員の服務等に関する条例施行規則の一部改正)

金沢市長 山

野

野

第 l条 職員の服務等に関する条例施行規則(平成7年規則第 5号)の一部を次のように改正する。

之 義

之 義

第8条の 7中「に規定する日常生活を営むのに支障がある者を」を「の要介護者(第14条第 1項第16号及び第15

条の 2第 2項において「要介護者」という。)を」に、「に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条

及び第8条の 6Jを 「の要介護者(次号並びに第8条の 6第 1項第 1号及び第2号」に改める。

第12条第 2項第2号中「育児休業法第10条第 1項第 1号から」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成

3年法律第110号。以下この号及び第15条の 3第2項において「育児休業法」という。)第10条第 1項第 1号から」

に、 「次に掲げる」を「次のアからウまでに掲げる」に、 「次に定める」を 「当該アからウまでに定める」に改める。

第14条第 1項第16号中「条例第15条第 1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において

「要介護者」という。)Jを「要介護者」に改める。

第15条の見出しを削り、同条の前に見出しとして I(介護休暇)J を付し、同条第 1項中「であって職員と同居し

ているもの」を I(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)Jに改め、同条第3項及び第

4項を次のように改める。

3 条例第15条第 1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下この条及び第20条第2項において

「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければなら

ない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日

までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

第15条に次の4項を加える。

5 職員は、第 3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定する乙と

又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定によ

り指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間

として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、こ

の項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定する

ものとする。

7 第4項文は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若

しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第 5項の規定による指定期間の延長の指定の申

出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において 「延長申出の期間」という。)の全期間

にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間

として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇
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を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定

するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、 1月に満たない期間は、 30日をもって 1月とする。

第15条の次に次の2条を加える。

第15条の2 介護休暇の単位は、 1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、 1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間

(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間

から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、 30分とする。

2 介護時間は、 1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第

1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の

承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

第18条の見出し中「介護休暇Jの次に「及び介護時間」を加え、同条中「介護休暇Jの次に「又は介護時間」を、

「第15条第1項」の次に 「又は第15条の2第1項」を加える。

第20条の見出し中「介護休暇」の次に「及び介護時間」を加え、同条第1項中「介護休暇」の次に「文は介護時

間」を加え、同条第2項中「前項の」の次に「介護休暇の承認を受けようとする」を加え、「条例第15条第2項に

規定する介護を必要とするーの継続する状態」を 11回の指定期間」に改め、 「期間」の次に I(当該指定期聞が2

週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)Jを加える。

第21条第1項ただし書中「同項の」の次に「規定により介護休暇の」を加え、同条第2項中「又は介護休暇」を

「、介護休暇又は介護時間」に改める。

(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第2条 職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)の一部を次のように改正する。

第19条の3第2項第11号を同項第12号とし、同項第10号中 11日の勤務時間の一部について」を削り、「日が90

日」を「期間が30日」に、「期間」を 「全期間」に改め、同号を同項第11号とし、同項第9号中 「第15条」を「第

16条」に改め、同号の次に次の 1号を加える。

(10) 服務等条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その

勤務しなかった全期間

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第3条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号)の一部を次のように改正する。

別表第8中「第24条第 1項の休職又は服務等条例」を 「第24条第 1項の休職又は職員の服務等に関する条例(平

成7年条例第4号。以下この表において「服務等条例」という。)Jに、「休暇 (Jを「病気休暇 (Jに、

派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

服務等条例第16条に規定する介護休暇の期間

派遣職員の派遣の期間

服務等条例第15条の介護休暇の期間

専従許可の有効期間

「、第3項」を「若しくは第3項」に、「第14条」を「第14条第 1項」に改める。

(金沢市事務決裁規則の一部改正)
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第4条 金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)の一部を次のように改正する。

別表第2総務局の表中

(11) 白己啓発等休業の承認及び自己啓発等休業に係る復職の決定 。
(12) 配偶者同行休業の承認及び配偶者同行休業に係る復職の決定 。
(13) 36協定に関する決定 。
(14) 職務専念義務の免除 。
(15) 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認 。 を

(16) 職務以外の職務に従事する場合の許可 。
(同職員証及び履歴の証明の発行 。
(18) 欠勤の処理 。
(11) 部分休業の承認 。
(12) 自己啓発等休業の承認及び自己啓発等休業に係る復職の決定 。
(13) 配偶者同行休業の承認及び配偶者同行休業に係る復職の決定 。
(14) 36協定に関する決定 。
(15) 職務専念義務の免除 。
(16) 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認 。
(同職務以外の職務に従事する場合の許可 。
(18) 職員証及び履歴の証明の発行 。
(19) 欠勤の処理 。

改める。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

第5条 職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第33号)の一部を次のように改正する。

第18条第 1項中「職員は」の次に「職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条の 2第 1項の介護

時間又は」を加え、 「を承認されている職員」を「の承認を受けて勤務しない職員」に、「特別休暇を承認されてい

る時間」を「介護時間又は当該特別休暇の承認を受けて勤務しない時間」に改め、同条第 2項中「よる育児時間を

承認されている」を「よる育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間の承認を受けて勤務しな

い」に、「同項」を「条例第23条第3項」に、「を承認されている時間」を「文は当該介護をするための時間の承認

を受けて勤務しない時間」に改める。

附則

(施行期日)

第 1条 この規則は、平成29年 1月 1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

第2条 職員の服務等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28

年条例第48号。次項及び第3項において「平成28年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、職

員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条第 1項に規定する指定期間(以下この条及び次条において

「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2条に規定す

る初日(第4項において「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するもの

とする。

3 平成28年改正条例附則第2条に規定する職員(次項において「職員」という。)は、第 l項の申出に基づき前項

若しくは第 5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出

(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定するこ

とを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任

命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該

4 
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申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日から第1項の規定により申し

出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)

又は第 l項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定

による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申

出の期間」という。)の全期間にわたり職員の服務等に関する条例施行規則第18条ただし書の規定により介護休暇

を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の

期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日であ

る場合は、これらの期聞から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の目前においても行うことができる。

(職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第4条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員

に対する職員の服務等に関する条例第15条の 2第3項の規定の適用については、同項中「第20条」とあるのは、

「附則第11項」とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行

の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

職員の配偶者同行休業に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月初日

金沢市長 山 野

⑨金沢市規則第69号

職員の配偶者同行休業に関する規則の一部を改正する規則

職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年規則第48号)の一部を次のように改正する。

第4条の次に次の 1条を加える。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

之 義

第4条の 2 条例第6条第2項の規則で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日に

おける当該配偶者同行休業に係る配偶者(地方公務員法第26条の6第 1項に規定する配偶者をいう。)の条例第4

条第 l号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定して

いなかったことその他市長がこれに準ずると認める事情とする。

別記様式中 15に記入)Jの次に 1(口 再度の延長)Jを加え、「請求に」を「申請に」に、

を
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を

でま口u

に改め、

同様式(注)中④を⑤とし、同(注)③中「期間を」の次に「初めて」を加え、「請求する」を「申請する」に改め、

同③を同(注)④とし、同(注)②を同(注)③とし、同(注)①の次に次のように加える。

② 期間の再度の延長を申請する場合には、 12 申請に係る配偶者」欄の「外国滞在事由」欄の最上欄の括

弧内に、当該延長が必要な事情を記入すること。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月初日

金沢市長 山 里子 之 義

⑨金沢市規則第70号

金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則

(金沢市職員就業規則の一部改正)

第 1条 金沢市職員就業規則 (昭和24年規則第135号)の一部を次のように改正する。

第44条の 2第 1項中 11育児休業法」を「この項並びに第46条第 3号及び第4号において「育児休業法」に、「育

児短時間勤務(以下」を「育児短時間勤務(第46条第3号において」に改め、「子」の次に I(次に掲げる者を含む。

以下この条において同じ。)Jを加え、 「より育児時間を承認されている」を「よる育児時間又は第44条の4第 1項

の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある」に改め、「当該育児時間」の次に「又は当該介護時

間の承認を受けて勤務しない時間」を加え、 11部分休業」を「この条及び第44条の 4第 2項において「部分休業」

に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第817条の 2第 l項の規定により職員が当該職員との聞における同項に規定す

る特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの

(2) 児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第27条第 1項第3号の規定により同法第6条の4第 1項に規定する里

親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者

第44条の 3第 1項中「任命権者」を「市長」に、「配偶者 (J を「要介護者(配偶者 (J に改め、「職員と同居を

している」を削り、 「掲げる者」の次に I(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)J を、

「あるもの」の次に「をいう。 以下同じ。)Jを、「ため、」の次に「市長が、別に定めるところにより、職員の申出

に基づき、要介護者の各々が当該」を加え、「連続する 6月の期間内において必要と認められる期間」を 13回を

超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次条第 1項において「指定期間」という。)内に

おいて」に、 1(以下」を 1(次項において」に改め、同項第 1号中「祖父母」の次に「、孫」を加え、同条第 2項

中「の範囲内」を I(当該介護休暇と要介護者を異にする次条第 1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務し

ない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超え

ない範囲内の時間」に改め、同条の次に次の 1条を加える。

第44条の4 市長は、職員が請求した場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、職員が要介護者の介

護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とするーの継続する状態ごとに、連続する 3年の期間(当該要

介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において 1日につき 2時間を超えない範囲内で勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休暇 (次項において 「介護時間」という。)を承認することができる。

2 介護時間の単位は、 30分とし、 1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した 2時間(第

44条の 2第 1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該

部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

6 
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第55条の2第4項前段中「第44条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者」を「要介護者」に改

め、同項後段中「第44条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び第3項において

「要介護者」という。)J を「要介護者」に、「におけるJJ を「にJJに改める。

(金沢市清掃従業員就業規則の一部改正)

第2条 金沢市清掃従業員就業規則(昭和24年規則第152号)の一部を次のように改正する。

第12条の3第1項中「子」の次に 1(次に掲げる者を含む。以下この条において同じ。)Jを加え、「より育児時間

を承認されている」を「よる育児時間又は第12条の 5第 1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間

がある」に改め、「当該育児時間」の次に「又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間」を、「以下」の次に

「この条及び第12条の5第2項において」を加え、同項に次の各号を加える。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により従業員が当該従業員との問における同項に規

定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。)であって、当該従業員が現に監護するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第 1項第3号の規定により同法第6条の4第 1項に規定する里

親である従業員に委託されている児童のうち、当該従業員が養子縁組によって養親となることを希望している

者

第12条の4第 l項中「配偶者 (J を「要介護者(配偶者 (J に改め、「従業員と同居をしている」を削り、「掲げ

る者」の次に 1(第2号に掲げる者にあっては、従業員と同居しているものに限る。)J を、「あるもの」の次に「を

いう。以下同じ。)Jを、「ため、」の次に「市長が、 別に定めるところにより、従業員の申出に基づき、要介護者の

各々が当該」を加え、「連続する 6月の期間内において必要と認められる期間」を 13回を超えず、かつ、通算し

て6月を超えない範囲内で指定する期間(次条第1項において「指定期間」という。)内において」に、 1(以下」

を 1(次項において」に改め、同項第 1号中 「祖父母」の次に「、孫」を加え、同条第2項中 「の範囲内」を 1(当

該介護休暇と要介護者を異にする次条第 1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日につい

ては、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間」に改

め、同条の次に次の 1条を加える。

第12条の5 市長は、従業員が請求した場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、従業員が要介護者

の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とするーの継続する状態ごとに、連続する 3年の期間(当

該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において 1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しな

いことが相当であると認められる場合における休暇(次項において「介護時間」という。)を承認することがで

きる。

2 介護時間の単位は、 30分とし、 1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第

12条の3第 1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時聞から当該

部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

第14条の 2第4項前段中「第12条の4第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者」を 「要介護者」に改

め、同項後段中「第12条の4第 1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び第3項において

「要介護者」という。)Jを「要介護者」に、 「におけるJJ を「にJJに改める。

附則

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(金沢市職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第l条の規定による改正前の金沢市職員就業規則第44条の3の規定により介護休暇の承認を受けた職員であっ

て、この規則の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下

この条において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定に

よる改正後の金沢市職員就業規則第44条の3第l項に規定する指定期間については、市長は、別に定めるところに

より、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)

までの期間を指定するものとする。

(金沢市清掃従業員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の金沢市清掃従業員就業規則第12条の4の規定により介護休暇の承認を受けた従

業員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下この条において 「初日」という。)から起算して6月を

-7-



平成28年(2016年)12月初日 号外第 34号 金沢 市公 報

経過していないものの当該介護休暇に係る第2条の規定による改正後の金沢市清掃従業員就業規則第12条の4第 1

項に規定する指定期間については、市長は、別に定めるところにより、初日から当該従業員の申出に基づく施行日

以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月26日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第71号

金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年規則第16号)の一部を次のように改正する。

第 2条の 5第 5号中「職員と同居している」を削り、 「掲げる者」の次に r(イに掲げる者にあっては、職員と同居

しているものに限る。)J を加える。

附則

1 この規則は、平成29年 1月1日から施行する。

2 改正後の第2条の 5第 5号の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害につい

て適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月26日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第72号

職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則

職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)の一部を次のように改正する。

第19条の 5中「掲げる割合」を「定める割合」に改め、同条第 1号中 r100分の160Jを r100分の180Jに改め、同

条第 2号中 r100分の75J を r100分の85J に改める。

附則

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)の施行の日(平成28年12月

27日)から施行する。ただし、第19条の 5の改正規定(f掲げる割合」を「定める割合」に改める部分に限る。)は、

公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月26日

金沢市長 山 野

⑨金沢市規則第73号

技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号)の一部を次のように改正する。

別表第 1を次のように改める。

別表第 1 (第3条関係)

職員
¥職務 級 奇及 級 級1 2 3 4 

の区 の級

分 号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

1 127，900 179，200 200， 900 248， 200 

2 128，800 180，700 202， 300 219，100 

3 129，800 182，200 203， 700 250， 500 

4 130， 700 183，700 205， 000 251，700 

8 

之 義

5 級

給料月額

円

277，900 

279，800 

281，600 

283， 500 
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5 131， 700 185，000 206， 300 252， 600 285，300 

6 132， 700 186，500 207， 700 253， 900 287，100 

7 133， 700 187，900 209， 100 255，000 288， 900 

8 134， 700 189，300 210，500 256， 200 290， 800 

9 135， 500 190，700 211，900 257，300 292， 500 

10 136， 500 191，900 213，500 258， 500 294，300 

11 137， 500 193，200 215，100 259， 700 296， 000 

12 138， 600 194，300 216，500 260， 900 297，800 

13 139， 400 195，500 217，800 262，000 299，400 

14 140，400 196，600 219，300 263， 100 301，100 

15 141， 400 197，700 220， 800 264， 100 302， 700 

16 142， 400 198，800 222， 100 265， 200 304， 200 

17 143， 500 199，900 223， 100 266，300 305， 800 

18 144， 700 201，000 223， 900 267， 600 307，400 

19 145， 900 202， 000 224， 800 268， 700 309， 100 

20 147， 100 203， 000 225， 800 269， 700 310，900 

21 148， 200 204， 000 226， 700 270， 700 312，200 

22 149， 400 205， 100 228， 200 271，800 313，600 

23 150， 600 206， 200 229， 500 272， 900 315，000 

24 151， 800 207， 200 230， 600 274，000 316，500 

25 153，000 208， 100 232， 100 275，000 317，900 

26 154， 500 209， 000 233，400 276， 100 319，400 

27 156，000 209， 700 234， 700 277， 200 320， 800 

28 157，500 210，600 236， 000 278，300 322， 200 

29 158，900 211，500 237， 100 279，300 323， 800 

30 160，400 212， 700 238， 300 280，400 325， 000 

31 161，900 213，700 239， 600 281，400 326， 300 

32 163，400 214，600 240， 800 282，400 327，500 

33 164.900 215.300 241. 900 283.300 328. 600 

34 166， 700 216，500 243， 200 284， 200 329， 500 

35 168，500 217，600 244， 300 285，300 330， 600 

36 170， 300 218，800 245， 500 286，400 331，800 

37 172， 100 219，600 246， 800 287， 100 332， 900 

38 173，800 220， 800 248， 100 288，000 334， 000 

39 175， 500 222， 000 249， 400 289，000 335， 000 

10 177， 200 223， 100 250， 700 289， 900 336， 000 

41 178，800 224， 000 251，800 290，800 337，000 

9 
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42 180， 200 225， 200 253， 100 291，800 338， 000 

43 181， 600 226， 200 254， 300 292，800 339， 000 

44 183， 000 227， 300 255， 600 293， 700 340， 000 

45 184， 500 228，400 256， 500 294，400 340， 900 

46 185， 900 229， 500 257， 600 295，300 341， 900 

47 187， 300 230， 600 258， 800 296， 200 342， 900 

48 188， 700 231，700 259， 900 297， 100 343， 900 

49 190， 000 232， 800 261，100 297，800 344， 800 

50 191，200 233， 900 262， 300 298，400 345， 700 

51 192，300 235， 000 263， 500 299， 100 346， 600 

52 193，500 236， 200 264， 500 299， 900 347，400 

53 194，600 237， 300 265， 600 300， 500 348， 200 

54 195，700 238， 300 266， 700 301，300 349， 000 

55 196，800 239， 200 268， 000 302，000 349， 800 

56 197， 900 240， 200 269， 200 302， 700 350， 500 

57 199，000 241，200 270， 200 303，400 351，200 

58 200， 000 242， 200 271，200 304， 100 352， 000 

59 201，000 243， 200 272，300 304， 900 352， 900 

60 202， 000 244， 100 273， 300 305， 600 353， 600 

61 203， 100 245， 100 274，400 306， 200 354，300 

62 204， 000 246， 100 275， 500 306， 900 355， 000 

63 204， 900 247，000 276， 500 307， 600 355， 700 

64 205， 800 247，900 277，600 308，300 356，400 

65 206， 500 248，800 278， 500 308，800 357，000 

66 207， 300 249， 600 279， 300 309，300 357，500 

67 208， 000 250，400 280， 100 309， 900 358， 000 

68 208， 800 251， 100 280， 900 310，600 358， 500 

用職

員以 69 209， 200 251，900 281，800 358， 900 

外の 70 209， 800 252， 500 282， 600 311， 600 

職員 71 210. 100 253. 100 283. 400 312. 100 

72 210，700 253， 600 284， 100 312，600 

73 211， 000 253， 800 284， 900 312，900 

74 211，600 254， 200 285， 600 313，400 

75 212，100 254， 700 286，400 313，900 

76 212，900 255， 200 287，200 314，300 

77 213， 100 255， 800 287， 800 311，500 

78 213，800 256， 200 288， 300 314，800 

79 214，300 256， 700 288， 900 315， 100 

10 
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80 214，900 257， 200 289， 300 315，400 

81 215，600 257， 500 289， 700 315，700 

82 216，100 257， 800 290， 100 316，000 

83 216，700 258， 100 290， 600 316，300 

84 217，400 258，400 291，100 316，600 

85 218， 100 258， 600 291，500 316，800 

86 218， 700 258， 800 292， 100 317，200 

87 219，300 259， 100 292， 700 317，500 

88 220， 000 259，400 293， 300 317，700 

89 220， 500 259， 600 293， 600 317，900 

90 221，100 259， 800 294， 100 318，200 

91 221，700 260， 200 294， 600 318，500 

92 222， 300 260，400 295， 000 318，800 

93 222， 700 260， 700 295， 400 319，000 

94 223， 200 261， 100 295， 900 319，300 

95 223， 700 261，400 296， 400 319，600 

96 224， 200 261， 700 296， 900 319，800 

97 224， 900 261，900 297， 200 320，000 

98 225， 400 262， 200 297， 600 320，300 

99 225， 900 262，400 298， 100 320， 600 

100 226， 400 262， 700 298， 600 320，800 

101 227， 000 263， 000 299， 000 321，000 

102 227， 500 263， 200 299， 400 

103 228， 100 263， 500 299， 700 

104 228， 700 263， 800 300， 000 

105 229， 100 264， 000 300， 300 

106 229， 600 264， 200 300， 700 

107 230， 100 264， 500 301，100 

108 230， 500 264， 700 301，500 

109 230， 700 265， 000 301，800 

110 231，100 265， 300 302， 200 

111 231， 600 265， 600 302， 600 

112 232， 100 265， 800 302， 900 

113 232， 500 266， 000 303， 100 

114 233， 000 266， 300 303， 400 

115 233， 500 266， 500 303， 700 

116 234， 000 266， 700 303， 900 

11 
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117 234， 300 267， 000 304， 100 

118 234， 700 267，400 304， 400 

119 235， 100 267， 700 304， 700 

120 235， 500 268， 000 304， 900 

121 235， 900 268， 100 305， 100 

122 268，400 305， 400 

123 268， 700 305， 700 

124 269， 000 305， 900 

125 269， 100 306， 100 

126 269，400 306， 400 

127 269， 700 306， 700 

128 270， 000 306， 900 

129 270， 100 307， 100 

130 270，400 307， 400 

131 270， 700 307， 700 

132 271，000 307， 900 

133 271， 100 308， 100 

134 271，400 

135 271， 700 

136 272， 000 

137 272， 100 

再任

用職 193，300 204， 500 223， 000 243， 900 274，800 

員

別表第 5中 を に改める。
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平成28年(2016年)12月初日 号外第 34号 金沢 市公 報

別表第6中 を に改める。

附則

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)の施行の日(平成28年12月

27日)から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項及び附則第3項において「改正後の規則」と

いう。)の規定は、平成28年4月 1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改

正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規

則(平成26年規則第64号)附則第8項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例及び企業職

員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)附則第 5条の規定に基づいて

支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例附則第 5条の規定による給料」という。)を含む。)は、

改正後の規則の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成28年4月 1日からこの規則の施行の日の前日までの聞において、新たに給料表の適用を受けることとなった

技能労務職員(以下この項及び次項において「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整

以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規

定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわら

ず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年 3月31日までの聞において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及

び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員 (個別

に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との

均衡上必要があると認められる職員の、当該適用文は異動の日における号給については、市長の定めるところによ

り、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前 3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月26日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第74号

初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則

初任給調整手当に関する規則(昭和36年規則第27号)の一部を次のように改正する。

別表中備考以外の部分を次のように改める。

別表(第6条関係)

4iJ¥下」竺T l項職員 2項職員

円 円

1年未満 308， 000 50， 600 

1年以上2年未満 308， 000 50， 600 

13 
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平成28年(2016年)12月初日 号外第 34号 金沢 市公 報

2年以上 3年未満 308， 000 50， 600 30，300 

3年以上4年未満 308， 000 50， 600 30，300 

4年以上 5年未満 308， 000 50， 600 30，300 

5年以上6年未満 308， 000 50， 600 28，300 

6年以上 7年未満 308， 000 48， 800 26，300 

7年以上 8年未満 308， 000 47， 000 24， 200 

8年以上 9年未満 308， 000 45， 200 22， 200 

9年以上10年未満 308， 000 43， 400 20， 200 

10年以上11年未満 308， 000 41， 600 17，200 

11年以上12年未満 308， 000 39， 800 14， 100 

12年以上13年未満 308， 000 38， 000 11， 100 

13年以上14年未満 308， 000 36， 200 8， 100 

14年以上15年未満 308， 000 34， 800 5， 100 

15年以上16年未満 308， 000 33， 400 

16年以上17年未満 304， 700 32， 000 

17年以上18年未満 301，400 30， 600 

18年以上19年未満 298， 100 29， 200 

19年以上20年未満 294， 800 27， 800 

20年以上21年未満 291， 500 26， 400 

21年以上22年未満 277， 700 25， 800 

22年以上23年未満 263， 700 25， 200 

23年以上24年未満 250， 200 24， 200 

24年以上25年未満 236， 300 23， 600 

25年以上26年未満 222， 600 23， 000 

26年以上27年未満 205， 000 22， 400 

27年以上28年未満 187， 900 21，800 

28年以上29年未満 170，600 21，000 

29年以上30年未満 153，000 20， 700 

30年以上31年未満 135， 000 20， 300 

31年以上32年未満 116， 700 19， 700 

32年以上33年未満 98， 800 18，800 

33年以上34年未満 72，800 17，900 

34年以上35年未満 48， 500 17，200 

附則

この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (平成28年条例第50号)の施行の日 (平成28年12月27

日)から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、同年4月 1日から適用する。

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月26日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第75号

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第6条の 2第 1項中「第326条第 3項」を「第326条第4項」に改める。

第 7条第 5号中「第317条の6Jの次に「、第321条の 4Jを加える。

14 
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平成28年(2016年)12月初日 号外第 34号 金沢市公報

第6号様式中

第四号様式中

(あて先)金沢市長 住 所 職業

フリガナ 電話番号

世帯主氏名 を

年 月 日 氏 名

提出 年 月 日生 との続柄

(宛先)金沢市長 住 所 職 業

フリガナ 電話番号

氏 名
世帯主氏名

年 月 日 個人番号

提出 生年月日 年 月 日生 世帯主との続柄

改め、「・老年者」を削り、「未成年」を「未成年者」に改める。

第30号様式その 1中

15 
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平成28年(2016年)12月初日 号外第 34号 金沢市公報

1を1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~日載事項は四 l 

「注」記載事項は、上に同じ。

氏名文は名称 個人番号文は法人番号

改める。

第33号様式を次のように改める。

17 
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平成28年(2016年)12月初日 号外第 34号 金沢市公報

第60号様式及び第61号様式中
。
るめ改

ヲ

』

ー

」

一
口
守
一

一

番

一

一

人

一

一

法

一

「

を

附則

(施行期日)

第 1条 この規則は、平成29年 1月 1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の問、所要の調整をして使用することがで

きる。

2 改正後の第30号様式その 1は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。

金沢市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月26日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第76号

金沢市介護保険規則の一部を改正する規則

金沢市介護保険規則(平成12年規則第16号)の一部を次のように改正する。

第8条第23号の5中 「第78条の12jの次に 「、第115条の11jを加え、 「指定居宅サービス事業者」を「指定居宅サー

ビス事業者等」に改め、「指定介護老人福祉施設」の次に「、法第115条の45の6第 1項の規定による指定事業者」を、

「指定介護療養型医療施設」の次に「の指定の更新」を加え、同条第23号の22中 「様式第23号の22jを 「様式第23号

の24jに改め、同号を同条第23号の24とし、同条第23号の21の次に次の2号を加える。

闘の22 法第115条の45の5第 1項の規定による指定事業者の指定の申請書 様式第23号の22

伝説の23 省令第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止又は休止の届出書 様式第23号の23

「指定居宅サービス事業者

指定地域密着型サービス事業者

指定居宅介護支援事業者

介護保険施設
様式第23号の5中

指定介護予防サービス事業者
指定(許可)更新申請書 を

指定地域密着型介護予防サービス事業者

指定介護予防支援事業所

指定介護療養型医療施設

「指定居宅サービス事業者

指定地域密着型サービス事業者

指定居宅介護支援事業者

介護保険施設

指定介護予防サービス事業者 指定(許可)更新申請書 に改める。

指定地域密着型介護予防サービス事業者

指定介護予防支援事業者

指定事業者

指定介護療養型医療施設 」

様式第23号の22中「ふりがな」を 「フリガナ」に改め、同様式を様式第23号の24とし、様式第23号の21の次に次の

2様式を加える。
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平成28年(2016年)12月初日 号外第 34号 金沢 市公 報

様式第23号の22(第8条関係)

指定事業者指定申請書

年月日

(宛先)金沢市長

事業者 所在地

名称

代表者氏名

介護保険法に規定する指定事業者の指定を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。

氏名又は名称

申 住所又は主たる

事務所の所在地

連 絡 先
請

法人の種別

職名 氏名 |生年月日|
者 代 表 者

住所

名 称、

指
定 所 在 I自
を~ 

同一の所在地において行う事業等の種類
実施 事業開始 既に指定を受けている

け 事業 予定年月日 事業の指定年月 日
よ

つ 介護予防型訪問サービス
と

第
す

る l 基準緩和型訪問サービス

事 号

業 事 介護予防型通所サービス
所 業

基準緩和型通所サービス

介護保険事業者番号 (既に指定を受けている場合)

医療機関コード等

備考

⑩ 

1 1法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に「社会福祉法人」、「医療法人」、「一般社団法人」、「公益社

団法人」、「公益財団法人」、「一般財団法人」、「株式会社」等の別を記載してください。

2 1実施事業」欄は、今回の申請に係る事業及び既に指定を受けている事業の種類に応じ、該当する欄にO印

を記載してください。

3 1既に指定を受けている事業の指定年月日」欄は、同ーの所在地において行う事業であって既に指定を受け

ている事業全てについて記載してください。なお、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条本文の規定により指定があったものとみ

なされる事業については、 127.4. 1 Jを記載してください。

4 1医療機関コード等」欄は、事業所について保険医療機関、保険薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステー

ションとして既に医療機関コード等が付されている場合に記載してください。複数のコードを有する場合には、

適宜この様式に加筆してその全てを記載してください。
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様式第23号の23(第8条関係)

第 1号事業廃止・休止届出書

(宛先)金沢市長

事業者 所在地

名称

代表者氏名

第 1号事業の廃止・休止に関し、次のとおり届け出ます。

介護保険事業者番号

名 称、

廃止・休止に係る事業所 所 在 地

サービスの種類

廃止・休止の別 廃止 休止

廃止・休止に係る年月日 年 月 日

廃止・休止する理由

現にサービスを受けて

いる者に対する措置

休止予定 期間
年

(休止する場合のみ)
月 日から 年

備考 廃止又は休止の日の 1月前までに届け出てください。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月初日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第77号

金沢市公園条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市公園条例施行規則(昭和39年規則第24号)の一部を次のように改正する。

第2条第8号の2の次に次の 1号を加える。

(8)の2の2 金沢プール使用申請書 様式第8号の 2の2

第 2条第16号の 2の次に次の 1号を加える。

(16)の2の2 金沢プール使用許可書 様式第16号の 2の2

年月日

⑩ 

月 日まで

野 之 義

第 3条第 1項中「第3号」を「第 3号及び第4号」に、「これを」を「当該施設を」に、「第4号」を「第5号」に、

「催し(以下」を「催し(第3項において」に、「第5号」を「第6号」に、「。以下」を「。同項及び次条第1項に

おいて」に改め、同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の l号を

加える。

(3) 金沢プール 金沢プール使用申請書

第 3条第2項第 1号中「サッカ一場等」の次に「、金沢プール」を加え、 11箇月」を 11か月」に、 12箇月」を

12か月」に改め、同項第 2号中 16箇月」を 16か月」に改め、同項第 3号中 13箇月」を 13か月」に改め、同

条第3項中「使用 (Jの次に「金沢プール及び」を加え、同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号
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を第4号とし、第2号の次に次の 1号を加える。

(3) 金沢プール金沢プール使用許可書

第3条中第4項を第5項とし、第3項の次に次の 1項を加える。

4 金沢プールを個人で使用しようとする者が使用に先立ち金沢プールの利用料金を支払い、又は条例第11条の 3第

2項の規定により指定管理者が発行する金沢プール利用券を提出したときは、これをもって、金沢プールの使用の

許可を受けたものとみなす。

第6条中「サッカ一場等」の次に「、金沢プール」を加える。

様式第8号の2の次に次の様式を加える。
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様式第8号の2の2 (第2条、 第 3条関係)

金沢プール使用申請書

年 月 日

(宛先)金沢市長

(申請者)

住所

団体名

代表者名

金沢プールを使用したいので、次のとおり申請します。

使 用の 日 時 年 月 日( 曜日) 時 分~ 時 分

入 場 半ヰ 等 有
予定人員 人

徴収の 有 無 鉦

使 用 区 分 使用時間 額 使用 目的

50メートル 全 面 時 分~ 時 分

フ
プール コ ー ス 時 分~ 時 分

25メートル 全 面 時 分~ 時 分

プール コ ー ス 時 分~ 時 分 貸出用品の種類

多目的プール 全 面 時 分~ 時 分

25メートル 全 面 時 分~ 時 分
jレ

サブプール コ ース 時 分 ~ 時 分

飛び込みプール 全 面 時 分~ 時 分 特別の設備設置の有無

飛 び 込み トレ ーニ ン グ 室 時 分~ 時 分

第 1 123』Z 議 室 時 分 ~ 時 分 有 無

第 2 J2K 3Z 議 室 時 分~ 時 分

応 接 室 時 分~ 時 分 主催者 (申請者と異なる場合)

第 1 f受 員 室 時 分 ~ 時 分
第 2 役 員 室 時 分~ 時 分

大 型 映 像 装 置 時 分 ~ 時 分

放 送 設 {蒲 時 分~ 時 分 会場使用責任者

移 動 式 放 送 設 {蒲 時 分~ 時 分 住所

50メートルプー
2500ルクス 時 分~ 時 分 氏名

H君 ル、 25メートル
1500ルクス 時 分~ 時 分

プール及び多目 ※ 許可
年 月 日

的プール
500ルクス 時 分 ~ 時 分

年月日

明
25メートル

500ルクス 時 分 ~ 時 分
サブプール ※ 許可

設 番号
第 予Eコヨ

2500ルクス 時 分~ 時 分

{蔚 飛び込みプール 1500ルクス 時 分~ 時 分
※ 支払

年月日
年 月 日

500ルクス 時 分~ 時 分

第 1 dzh =z t義 室 時 分~ 時 分 受付印
冷

第 2 Azx 、 i義 室 時 分~ 時 分

暖 応 接 室 時 分~ 時 分

房
第 1 f受 員 室 時 分~ 時 分

第 2 t生 員 室 時 分~ 時 分

手IJ 用 料 金 円 取扱者印

(出 太線内を記入してくださ い。
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様式第16号の2の次に次の様式を加える。

様式第16号の2の2 (第2条、 第 3条関係)

金沢プール使用許可書

許可番号第 号

年 月 日

(申請者)

住所

団体名

代表者名 様

金沢市長 圃

年 月 日付けで申請のあった金沢プールの使用について、次のとお り許可します。

使 用の 日 時 年 月 日( 曜日) 時 分~ 時 分

利 用 中ヰ 金 円 使用 目的

使 用 区 分 使用時間

50メートル 全 面 時 分~ 時 分

フ
プール コ ー ス 時 分~ 時 分

25メートル 全 面 時 分~ 時 分

プール コ ー ス 時 分~ 時 分 貸出用品の種類

多目的プール 全 面 時 分~ 時 分

25メートル 全 面 時 分~ 時 分
jレ

サブプール コ ー ス 時 分 ~ 時 分

飛び込みプール 全 面 時 分~ 時 分 特別の設備設置の有無

飛び込 み トレーニング 室 時 分~ 時 分

第 1 d3L 3Z 議 室 時 分~ 時 分

第 2 〆Z主~ 議 室 時 分~ 時 分

応 接 室 時 分~ 時 分 許可の条件

第 1 千受 員 室 時 分 ~ 時 分

第 2 f受 員 室 時 分~ 時 分

大 型 映 像 装 置 時 分~ 時 分

放 送 設 {蔚 時 分~ 時 分

移 動 式 放 送 設 {庸 時 分 ~ 時 分

50メートルプー
2500ルクス 時 分~ 時 分

H震 ル、 25メートル
1500ルクス 時 分~ 時 分

プール及び多目

的プール

明
500ルクス 時 分~ 時 分

25メートル
500ルクス 時 分~ 時 分

サブプール
設

2500ルクス 時 分 ~ 時 ラ}

{蔚 飛び込みプール 1500ルクス 時 分~ 時 分

500ルクス 時 分 ~ 時 分

第 1 lτEL ミ 議 室 時 分~ 時 分
冷

第 2 131 』 議 室 時 分 ~ 時 分

暖 応 接 室 時 分~ 時 分

房
第 1 4生 員 室 時 分~ 時 分

第 2 役 員 室 時 分 ~ 時 分
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附則

この規則は、金沢市公園条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)の施行の日(平成29年4月9日)から

施行する。
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